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まえがき 

 雇用を増加させた企業に対して、法人税の税額控除を行う雇用促進税制は、「新成長戦略実

現に向けた3段構えの経済対策」（平成22年9月10日閣議決定）を踏まえ、平成23年度（2011
年度）から 3年間の時限措置として創設された。平成 25 年度（2013 年度）の税制改正では、

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」のひとつとして税制優遇措置の内容が拡充され、ま

た、同税制は平成 26 年度（2014 年度）から 2年間延長された。

 この税制優遇制度は、事業年度中に雇用者数を 5人以上（中小企業は 2人以上）かつ 10％
以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、雇用者数の増加 1 人あたり 40 万円の

税額控除を受けることができる。利用件数は年々、増加しており、2013 年度末までの計画受

付件数の累計は約 9 万 9000 件、計画の達成件数は 2 万 4000 件台、達成受付ベースでの雇

用者の増加数は 25万人以上に達している。

 当機構では今般、厚生労働省職業安定局の要請をうけ、雇用促進税制の適用を受けた企業

の特徴や、企業の採用行動等への影響を明らかにするために企業アンケート調査を実施した。

本調査シリーズは、同調査結果をとりまとめたものである。

アンケート調査にご回答いただいた企業に、この場を借りてあらためて感謝を申し上げた

い。本報告書が、今後の政策立案また関係各位の方々に少しでも役に立つものになれば幸い

である。

2015 年 9 月

 
独立行政策法人労働政研究・研修機構 

理 事 長  菅 野  和 夫 



調査担当者 

 

 なお、本調査シリーズのとりまとめは荒川が行った。
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